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　　＜特集「臓器移植法改正をめぐる諸問題」＞

脳死・臓器移植法の改正を巡る医事法・法医学的考察

一家　綱邦，池谷　　博

京都府立医科大学大学院医学研究科法医学＊
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抄　　録

　����年�月に成立した臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律には，�つの法改正の要点があ
る．脳死・人の死の概念に関する改正，拡大された同意方式の採用，小児からの臓器提供の承認，親族
優先提供の承認，移植医療に関する普及啓発活動の実施，虐待死亡児からの臓器提供の禁止である．
　脳死・臓器移植法を巡っては，改正前及び改正後に多くの問題点が指摘されているが，本稿では新た
に医事法及び法医学の視点から�つの知見を加える．第一に，親族優先提供を認め，ドナー側とレシピ
エント側が通じることによって，医療者側に対する負担と責任が増大することが予測される．この問題
を防ぐためには，優先提供の意思以前に一般的な臓器提供に対する意思表示が存在すべきという法の理
念について改めて教育すべきである．第二に，法改正前において死因究明が徹底されていないことの反
省は，改正法には生かされていない．小児からの臓器提供を行う際の虐待死発見のための慎重な態度
を，小児の場合に限らない死因究明にも生かすことが望まれる．第三に，ドナーに対する薬毒物中毒検
査を徹底することの重要性は，レシピエントを保護する立場から指摘される．�

キーワード：臓器移植法，親族優先提供，死因究明．
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 は じ め に

　����年�月��日に成立した「臓器の移植に
関する法律の一部を改正する法律（以下，改正
法）」は，親族優先提供に関する�条の�のみが
����年�月��日に施行，法律全体としては
����年�月��日に施行される（附則�項）．�
　制定後��年を経て今般改正された脳死・臓器
移植法には，改正を促した次のような背景が
あった．第一に，旧法下での脳死・臓器移植の
実施が少数にとどまった．日本臓器移植ネット
ワークが発表する����年�月��日時点におけ
る通算の脳死・臓器移植は��件であり，全臓器
の移植数は���件である（そのうち生存者数は
���人）．他方，同年�月��日時点における移植
を希望してネットワークに登録する者は，全臓
器の合計で�����人にのぼる．ただし，ネット
ワークの発表によれば，腎臓移植希望登録者数
は��年以降漸減している（����年は�����人，
����年は�����人）．第二に，旧法下では，意思
表示可能年齢の問題から，特に小児患者への移
植が閉ざされていた．臓器のサイズの問題から
心臓に疾患を抱える小児には致命的な問題であ
り，そのため小児の心臓移植手術を求めて海外
渡航する家族の姿が報道されることがしばしば
あった．第三に，国際移植学会「臓器取引と移
植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」と
世界保健機関「人の細胞，組織及び臓器の移植
に関する指針」が，日本人の海外渡航移植を禁
止するとして理解された．�
　脳死・臓器移植法を巡っては，旧法の制定前
から改正法の制定後現在に至るまで，膨大な法
的・生命倫理的議論が展開されている．改正法
の解釈や運用に限っても少なからぬ問題が指摘
される１）．また，厚生科学審議会疾病対策部会
臓器移植委員会や各種作業班により施行規則や
ガイドラインが整備されてきており，臓器提
供・臓器移植の現場ではその確認が重要になろ

う．本稿は，それらの議論を踏まえた上で，紙
幅の限界もあり，改正法の要点を整理するこ
と，法医学・医事法の立場から考察を加えるこ
とを目指すものである．

 改正された臓器移植法の要点

　改正法の要点は，以下の�点を挙げられる（後
掲の対照表を参照）．�
　第一に，脳死，人の死の概念にかかわる改正
である．まず，旧法�条�項は「前項に規定す
る『脳死した者の身体』とは，その身体から移
植術に使用されるための臓器が摘出されること
となる者であって脳幹を含む全脳の機能が不可
逆的に停止するに至ったと判定されたもの

・ ・
の身

体をいう」と定めたが，改正法�条�項は下線
部を削除し，傍点部を「者」に改める．また，
旧法下では附則�条（経過措置）により，「脳死
した者の身体以外の死体」からの眼球又は腎臓
の摘出は，遺族の承諾のみに基づいても可能で
あったが，改正法はこの附則を削除し，「脳死し
た者の身体」と「脳死した者の身体以外の死体」
との同意要件を区別しなくなった．結果，改正
法が施行されれば，脳死を人の死とするのは臓
器移植の場合に限らないのか，いわゆる脳死一
元説を採用するのかが争点になる．�
　この点について，国会・委員会の会議録（特
に改正法になった�案の提出者の主張）からは
判然とせず，論者の見解も一致を見ないが，改
正�条�項は臓器移植の場合に限った規定であ
り，脳死は一律に人の死であることまでは示し
ていないと解するのが妥当であろう．それは，
�条�項の「脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に
停止するに至った」という判定は，改正�条�
項の柱書により，「次の各号のいずれかに該当
する場合に限り，行うことができる」として，
臓器移植の場合に限られること２），改正後も�条
�項が「死体」ではなく「脳死した者の身体」，
「遺族」ではなく「家族」という用語を用い，脳
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死一元説に反対する立場への配慮が窺えるこ
と３）�が理由として挙げられる．
　第二に，�条�項�号の追加により，「〔臓器
を移植術に使用されるために提供する〕意思が
ないことを表示している場合以外の場合」にも
「遺族が当該臓器の摘出について書面により承
諾している」ならば，臓器提供が可能になる．
旧法下においては本人の明示の意思表示と家族
の承諾がある場合にのみ臓器提供が可能であっ
たが，くわえて改正法は，本人の積極的な拒否
の意思表示がない場合に家族の拒否がなければ
臓器提供が可能になる，いわゆる拡大された同
意方式を採用した４）．拒否の意思表示について
は，提供意思表示カード，ドナー登録システム
及び提供承諾家族（この範囲については現行ガ
イドラインを踏襲し，同居の親族までを含む広
い範囲を想定する）などを通じて，考えうる限
りの方法で確認を行う５）．臓器提供する意思が
ない，脳死判定に従う意思がないことの意思表
示は，書面によらなくても有効である６）．
　第三に，小児からの臓器提供を承認する方向
に改正される．すなわち，従来は「臓器の移植
に関する法律施行規則」の�条�号が，�歳未
満の者に対しては脳死判定を行わないことを定
め，「臓器の移植に関する法律の運用に関する
指針（ガイドライン）�第一�書面による意思表示
ができる年齢等に関する事項」が，「法の運用に
当たっては，��歳以上の者の意思表示を有効な
ものとして取り扱う」と定めることが，小児か
らの臓器提供の障害となっていた．しかし，改
正法により臓器提供意思表示の年齢制限がなく
なり，拡大された同意方式を採用することで，
親の承諾だけで脳死状態の小児から臓器提供が
可能になる．反面，臓器提供又は脳死判定を拒
む意思表示をしていた場合には，年齢にかかわ
らずその意思表示は有効である７）．
　第四に，�条の�の追加により，臓器提供を希
望する者は，親族への優先提供を書面により意
思表示することが可能になった．優先提供でき
る親族の範囲については，配偶者（事実婚は除
く），子及び父母（養子及び養父母の場合は特別
養子縁組に限る）とする．特定の親族に対して

優先提供する意思表示をした場合には，上記範
囲の親族一般に対して優先提供を希望したもの
として扱う．ただし，その特定した親族以外へ
の臓器提供を拒否することが明らかな場合に
は，その特定した親族を含めて臓器提供は一切
行われない．親族に優先提供する意思表示をし
た者が自殺した場合には，一般的な臓器提供を
希望したものとして扱う．親族以外の特定者に
優先提供する意思表示をした場合には，一般的
な臓器提供を希望したものとして扱う．以上の
ルールに基づく親族への優先提供は，親族が事
前にレシピエント登録をしており，医学的な条
件を満たすことを前提とする．８）　この親族への
優先提供を巡る意思表示の複雑な処理は，旧法
下における移植機会の公平という基本理念（�
条�項）を維持したまま，親族優先提供の意思
表示を認めることに苦慮した対応であること
は，臓器提供に係る意思表示・小児からの臓器
提供等に関する作業班の議論を見れば窺い知る
ことができる９）．その議論から学ぶ，上記の複
雑な処理を理解するために有用な考え方を最小
化してまとめれば，親族優先提供の意思表示は
臓器提供一般に対する意思表示があった上で認
められ，両者は特例と原則の関係に立つという
ことであろうか．
　この改正は既に施行されており，社会におけ
る一定の反応が見える．施行後�週間の時点
で，新規に臓器提供意思を日本臓器移植ネット
ワークのサイトで登録した���人のうち���人
が親族優先提供を希望した．また，改正以前か
ら臓器提供意思を日本臓器移植ネットワークの
サイトで登録していた約�����人のうち約����
人が親族優先提供の意思を追加登録した．１０）　さ
らに，����年�月�日には，第�例目の親族優
先提供による移植手術が行われた．胃がんで亡
くなった男性から妻への角膜提供であった．
　第五に，��条の�の追加により，国及び地方
公共団体は，国民が移植医療に対する理解を深
めることができるための啓発及び知識の普及に
必要な施策を行うことになる．その具体的な方
法として，提供意思を運転免許証，医療保険証
などに記載できるようにする．他にも臓器提供
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意思表示カードの様式が現在見直されてお
り１１），啓発及び知識普及の方法は今後さらに検

討されるだろう．オランダでは数々の試みがな
されている１２）．��歳から��歳の学生を対象に
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した学校ベースの臓器提供及び登録に関するプ
ログラムがあり，一定の効果が上がっているこ
とが報告される．����年に行われた国による
情報キャンペーンは，上半期だけで約��万人の
ドナー登録をもたらした（前年までの年次登録
は約��万人である）．これらの是非は検討を要
する．�

　第六に，附則�項の追加により，虐待を受け
死亡した児童からの臓器提供を一切禁じる．虐
待死させた親の承諾に基づく児童からの臓器摘
出を認めるべきではないこと，いわば証拠隠滅
の防止という考え方が基本にある．「虐待を受
けた児童が死亡した場合」とは，虐待が直接の
死因であるとは断定できないが，虐待が死亡に
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深く関与していた疑いのある場合も含む１３）．現
在検討されている虐待を受けた可能性のある児
童に対する対応としては，臨床の医師，院内体
制，児童相談所という�段階が考えられてい
る１４）．なお，医師が児童虐待を発見し，防止する
ことは，児童虐待の防止等に関する法律にも定
められており（�条，�条），臓器移植とは関係
なく義務付けられている．�
　以上，改正法の要点を示し，若干のコメント
を付した．つづいて，上記の改正法が孕む問
題，今般の改正でも解決されなかった問題につ
いて，法医学・医事法の立場から指摘して考察
する．

 考 察

���．親族優先提供について
　親族への臓器の優先提供が可能になることに
より，これまでは隔絶されていたドナー側とレ
シピエント側が通じる．さらにいえば，配偶者
と親子という親密な親族関係の中に，ドナー・
レシピエント関係が取り込まれてしまう．臓器
提供に係る意思表示・小児からの臓器提供等に
関する作業班の班員である水野紀子氏は，ある
種のパラダイム転換とまで称して，この事態を
重視する．水野氏自身は，「今までとある種パ
ラダイム転換が起きておりまして，今までは移
植を受ける側には，すべて用意が整ってからし
か情報がいかなかったわけですが，親族提供と
いう事前の情報があるということになります
と，移植を受けるレシピエントの側で期待をし
ているという事態が生じます．つまり，期待を
している者がしかるべく受けられなかった，期
待どおり受けられなかったということになりま
すと，当然のことながら損害賠償請求が生じる
という事態がありえます１５）」と発言をし，本稿の
以下の議論を既に示唆していたが，作業班の議
論は，親族への臓器の優先提供の意思表示方法
を巡って行われた．そのために作業班では，水
野氏の発言の問題提起に対応する議論は続かな
かったので，本稿は，水野氏の発言に敬意を
もって以下の議論を展開したい（本稿に理論的
拙劣や問題点があれば，偏に本稿の責任であ

る）．�
　親族優先提供によって移植を受けられる患者
（レシピエント）に提供される臓器は，患者に極
めて親しい近親者（ドナー）の臓器である．旧
法下の制度の下で提供してくれた善意の第三者
ドナーに対する感謝とは，別の種類の感情がレ
シピエントに生じることは想像に難くない．脳
死が一律に人の死とされておらず，脳死・臓器
移植に対する批判も依然として存在する社会の
中で，近親者が自ら脳死判定を受け入れること
を選択して，自分のために臓器を残してくれ
た．レシピエントは大切な肉親と死別する悲し
み，その亡くなった肉親に対する感謝，その臓
器を使って健康になりたいという期待をもっ
て，移植手術を受けようとするだろう．
　しかし，既述の通りの親族への優先提供を巡
る意思表示の複雑な処理は，移植の現場におい
て手続的側面での混乱を招き，時にはドナーの
意思表示の手続的な不備で優先提供の意思を確
認できずに親族への移植の道が断たれること
も，親族関係の確認に伴う手続的遅延により移
植手術自体が実施不可能な状態になることもあ
るかもしれない．この場合に，臓器移植ネット
ワーク，移植コーディネータ及び臓器摘出・移
植手術を行う医療施設は手続的観点から責めを
受け（その責めが正当でない場合も含めて），場
合によっては損害賠償請求がなされる可能性は
否めない．この責任は，旧法下でのレシピエン
トが誰になるか最終的な段階まで分からない状
況，レシピエント側がドナー側の事情を知り得
ない状況では生じ得ないものであろう．
　また，移植手術自体が失敗に終わることもあ
るかもしれない．移植手術は成功したが，レシ
ピエント側が予想した予後が得られないかもし
れない．このような場合に，上記の感情を持っ
たレシピエント側が，臓器移植を実施した医療
者及び医療施設に対して責任追及する可能性
は，旧法下における完全に公平な移植機会にお
いて幸運にもレシピエントになった者が同様の
場合に責任追及する可能性よりも高いのではな
いだろうか．上記の感情が発生する分，移植の
結果が望ましくない形で終わった場合に落胆し
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たり，損失として感じたりするものは大きいと
考えられる．場合によっては，損害賠償請求の
対象になってしまうことは，医療過誤訴訟の現
状を見れば否めないであろう．
　以上の議論は，あくまで可能性を論じたにす
ぎないことは，本稿も理解している．杞憂に終
わればそれに如くはない．しかし，立法過程に
おいて，親族優先提供という制度がいかに大き
なパラダイム転換をもたらし，細部に禍根を残
すか，潜在的な紛争を発生する芽となってしま
うかを考え，そのリスクとの比較考量を行った
のかということは指摘しておくべきであろう．
国会・委員会の審議録を読む限りは，この問題
について全く議論されていない（参考人たる識
者は親族優先提供制度自体に反対した）．さら
なる問題として指摘しておきたいのは，このリ
スクを最終的に負わされるのは，臓器移植ネッ
トワークや医療施設という医療提供者側になる
可能性が高い．親族優先提供という制度によっ
てもたらされかねないリスクは，新規の医療技
術が開発される際に生じる類の典型的な生命倫
理の問題ではない．脳死・臓器移植という医療
内容はそのままに，その制度運用に変更を加え
たことで生じてしまう問題である．そうであれ
ば，このリスクを医療提供者側のみに負担させ
ることは問題であろう（当然，前者の新規の医
療技術開発がもたらす典型的な生命倫理の問題
も，社会の中で考えなくてはならない）．医療
を享受する側（患者や社会一般）においても分
担しなくてはならないリスクである．具体的に
患者や社会一般によるリスクの分担とは何か．
親族優先提供の意思が認められるのは，臓器提
供一般に対する意思表示が存在する前提があっ
てのことであるという臓器移植法の理念を弁え
ることを，いわば臓器移植の主と従の関係を弁
えることを本稿は指摘しておきたい．改正法の
第五の要点に挙げた普及・啓発活動は，この点
にも力を尽くすべきである．
　また，以上の議論は医療提供者側に生じうる
リスクを懸念する故のものであるが，最後に，
親族優先提供によって生じる医療提供者側への
疑問を示す（以下は，水野氏との往復書簡によ

り教示を頂いたものである）．すなわち，従来
は，医師は脳死状態で搬送された患者に対して
治療義務を尽くすのかという脳死・臓器移植反
対派の懸念に対しては，救急医と移植医は独立
した存在であるから，救急医は患者に対する救
命処置を尽くすと説明されてきた．ところが，
パラダイム転換によって，ドナー家族とレシピ
エントが同一になった場合には，救急医は脳死
状態の患者のことだけを考えて治療を尽くすと
見なすことができるのか．従来の説明が成立す
るのは，パラダイム転換が生じる前の旧法下で
は，救急医はレシピエントを目の前にすること
がなかったからではないのか．脳死状態の救急
患者と移植手術を希望する家族とに直面し，救
急医が二律背反に苦悩することがないことを願
う．
���．死因の究明について
　法医学教室における主たる関心は，死因の究
明である．司法解剖とそれに付随する検査はも
とより，法医学的研究は死因の究明をめざして
行われる．その観点からすれば，臓器移植法は
旧法においても，改正法においても重大な問題
を抱えていると言わざるを得ない．
　����年�月�日の第���回国会・厚生労働委
員会（第��号）における�島次郎参考人の発言
によれば，これまでの法に基づく脳死下臓器提
供��件のうち��件が検視等の捜査手続を必要
とする異状死であった．これらのケースにおい
て，臓器提供したドナーの異状死に至った原因
は殆ど明らかにされていない．さらに，厚生労
働省による脳死・臓器提供の検証は，こうした
死因究明の適正さを確認していない．誰がどの
ような検視をして，その結果事件性があるのか
ないのか，その判断をどのように行ったか，死
の原因は何であったかといったことの適正さを
確認していない．
　旧法�条（改正法も同じ）は，「医師は，…死
体から臓器を摘出しようとする場合において，
当該死体について刑事訴訟法…第���条第�項
の検視その他の犯罪捜査に関する手続が行われ
るときは，当該手続が終了した後でなければ，
当該死体から臓器を摘出してはならない」と定
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める．さらに，「臓器の移植に関する法律の運
用に関する指針（ガイドライン）�第��．死体か
らの臓器移植の取扱いに関するその他の事項
��．検視等」は，「犯罪捜査に関する活動に支障
を生ずることなく臓器の移植の円滑な実施を図
るという観点から，医師は〔脳死〕判定を行お
うとする場合であって，当該判定の対象者が確
実に診断された内因性疾患により脳死状態にあ
ることが明らかである者以外の者であるとき
は，速やかに，当該者に対し法に基づく脳死判
定を行う旨を所轄警察署に連絡すること」と定
める．これらの規定が事実上空文化しているの
ではないかとも危惧される１６）．
　今般の改正審議においてこの点を憂慮したの
は，成立した改正法ではなく，廃案になったい
わゆる�案であった．�案は，��条の�におい
て，「国は，この法律の規定による臓器等の移植
に関し，臓器等を提供する意思表示の有効性，
…脳死した者の身体から臓器の摘出が行われた
場合における…判定の適正性及び…意思表示の
有効性，…臓器等が摘出される前に検視等が行
われた場合における当該検視等の適正性，移植
術の必要性，移植術を受けた者及び特定臓器を
摘出された者の当該移植術後及び摘出後の健康
状態その他必要な事項の調査及び分析を通じ
て，適正な移植医療の確保を図るための検証を
行うものとする」と定める．さらに，附則�条
において，「…死体から臓器等が摘出されよう
とする場合において当該死体について…検視等
が行われるときにおける当該死亡した者が死亡
した原因，死亡した状況等の究明を適切に行う
方策については，速やかに検討が加えられ，そ
の結果に基づいて必要な措置が講ぜられるもの
とする」と定める．�
　死因の究明の観点からは惜しむらくも廃案に
なった�案が有した問題意識・法理念が，改正
法の運用レベルにおいて生かされることを期待
したい．それが達成されうるか否かを推測する
手掛かりになるのは，改正法下の虐待死児童か
らの臓器移植の禁止のための対応である．�
　まず，臓器提供に係る意思表示・�小児からの
臓器提供等に関する作業班は，既述の附則�項

が対応の基本ではあるが，「実際には，児童が死
亡した場合に，虐待の存否の確定や，その死へ
の関与の程度について，医療現場が判断するこ
とは困難である．さらに，虐待対応のための院
内体制が敷かれ，その下で，虐待の疑いがある
として児童相談所等への通告を行っている事例
について，当該医療機関において臓器移植の観
点から改めて虐待が行われた疑いの有無につい
て判断することは困難である」とし，虐待を受
けて死亡したと判断できるのは，「〔生前に院内
の虐待対応診療を通じて〕虐待防止の観点から
保護すべきと判断した児童が死亡した場合」で
あると考える１７）．�
　臨床の医師による虐待死の発見は可能か否か
について，改正法を巡る諸論者の中でも，発見
は容易であるという見解（救急医の有賀徹氏１８）

と島崎修次氏１９））と，困難であるという見解（外
科医の古川俊治氏２０）�と小児科医の清野佳紀氏に
よる小児科学会の調査結果報告２１））が対立する．
本稿の法医学の立場からは，解剖を行わずに虐
待の有無を判断することはできないと述べざる
を得ない．それ以前の診療関係もなく脳死状態
で搬送された児童がその状態に陥った原因が，
虐待にあるか否かは判断できないとする上記の
作業班の見解は，慎重な姿勢をとるものであ
り，本稿の立場と重なるものである．この姿勢
を児童に限らず，一般的な死因の究明の場面に
も生かすことを強く望む．�
���．ドナーに対する検査について
　上述した死因究明の必要性は，ドナー（の最
期）の尊厳を重視する観点から説いた．だが，
レシピエントの立場からも，ドナーの身体状況
を詳細に検査することは同じく重要であること
が，法医学の立場からは指摘できる．
　死後変化に伴う身体情報についての知見は法
医学に一日の長がある．一例を挙げれば，死者
の血液に対する薬毒物検査を行う症例数からだ
けでも，それは言えよう．そうして蓄積された
法医学の知見は，臨床医学の立場からは限界の
あるものであり，脳死状態という死戦期にある
患者に対する検査にも実は有用なことが多いの
ではないか．
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　法医学教室は，主たる業務である司法解剖に
付随して，薬毒物検査を実施している．法医学の
中でも，薬毒物検査は目に見えない要素を扱う
特別な検査である．薬毒物検査を行うと，警察
の捜査段階では発見できなかった，死者が薬毒
物を使用していた事実が分かることも少なくな
い．また，その検査に当たっては，簡易な薬物
中毒検出用キットを用いた検査と，大型分析機
器である高速液体クロマトグラフィー質量分析
装置（���������	
��
�	��������������	
���
���）を用いた検査の二段階の構えをとってお
り，前者の検査では検知できなかった薬毒物
を，後者の検査で検知することもある．
　その事実を踏まえた上で懸念されるのは，臓
器移植の現場でも同様の事態は生じないのかと
いうことである．たとえば，交通事故で脳死状
態になり搬送されてきた患者がドナーになる場
合には，そのドナーに対しての薬毒物検査には
万全を期しているのだろうか．臨床では，簡易
検査キットを用いて薬毒物検査を行っているで
あろうが，それが十分なものなのだろうか．ま
た，臓器の移植に関する法律施行規則�条�号
が急性薬毒物中毒者を脳死判定の対象除外者と
して定めるのは，急性薬毒物中毒状態が脳死判
定の正確性に影響を及ぼすからであり，本稿の
懸念の趣旨とは異なる．�
　そして，簡易な薬毒物検査のみを実施する結
果，見落とされた薬毒物中毒者（たとえば，そ
の者が慢性的な薬毒物中毒者であって，脳死状
態に陥った直接の原因は薬毒物の服用と関係が
ない場合）であるドナーの臓器を移植すること
により，レシピエントの身体に対して薬毒物が
起因する危険が生じることはないのかが懸念さ
れる．この点を懸念して実施された研究がある
のか，そもそもこの点を懸念する議論があるの

か，筆者は寡聞にして知らない．
　法医学の主たる関心である死因究明のための
制度，検死制度は「死者に対するものでありな
がら，生きている者の基本的人権を守る基礎と
なる重大な社会的機能を持つ２２）」．本来的には，
この法医学の理念は，ある者の死因や死への過
程を明らかにすることで，社会の中の一般的な
人々の死に向かうリスクを多角的に予防，軽減
することにあると考えられる．他方，臓器移植
の場面では，この理念を応用する形で，「死者又
は死戦期者（ドナー）に対するものでありなが
ら，生きている者（レシピエント）の基本的人
権を守る基礎となる重大な社会的機能を持つ」
と言えるのではないか．�

 お わ り に�

　本稿は，既に数多く指摘されている旧法及び
改正法を巡る問題点に新たな知見を加えること
を目的として，�点について考察を行った．脳
死・臓器移植制度には未解決な問題が多く，そ
れは国会での法制定に至る議論が十分に尽くさ
れたとは言えないことからも当然のことと言え
る．結局のところ，現在制定過程の最終段階に
ある規則やガイドラインの整備と，各施設の運
用上の努力とに期待するほかはないが，それら
の事後評価を可能にするために�件ごとのケー
スを適正に記録することを強く望み，本稿を結
ぶ．
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　　　　　　����年�月～����年�月　早稲田大学大学院法学研究科修士課程（修了）�

　　　　　　����年�月～����年�月　早稲田大学大学院法学研究科博士課程（満期単

位取得退学）�

　　　　　　����年�月～����年�月　早稲田大学法学部助手�

　　　　　　����年�月～現職�

専門分野：医事法，生命倫理，法社会学

　　　　　���．病院内倫理委員会（��������	
�����	��������）の創設�

　　　　　���．医療基本法�

　　　　　���．医療���（裁判外紛争処理機関）�

主な業績：���．一家綱邦．医をめぐる倫理委員会―病院内倫理委員会を中心として―．早稲田法学会誌�����������

������

���．一家綱邦．合衆国大統領委員会報告書に見る倫理委員会の理念．早稲田法学会誌　�����������	��
�

���．一家綱邦．����年代前半のアメリカ合衆国における�つの倫理委員会モデル―小児科学会と保健福

祉省の提案―．早稲田法学会誌　����������	
�	�

���．一家綱邦．患者のケアに関する助言委員会―メリーランド州法の示す倫理委員会モデル―．岩志和

一郎．家族と法の地平．東京：尚学社，�����������	��

���．一家綱邦．日本の１つの倫理委員会の実態―東京女子医科大学倫理委員会におけるフィールド・

ワーク―．早稲田法学　�����������	�
����

���．一家綱邦．民法．岩志和一郎編．新版　法学の基礎．東京：成文堂，�������������	�
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